
Title
国際刑事裁判所判決の国内裁判に対する一事不再理効
（一） : 垂直的関係における阻害要因と促進要因の
状況

Author(s) 越智, 萌

Citation 阪大法学. 2013, 63(1), p. 127-148

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/67919

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



国
掠
刑
事
裁
判
所
判
決
の
国
内
裁
判
に
対
す
る

事
不
再
埋
効
〈

〉

垂
直
的
関
係
に
お
け
る
山
山
心
円
安
肉
と
促
迭
要
同
の
状
況

ま

う

γ

i

j

f

i

 

一
山
町
一
司
人
山
ヰ
リ
湿
原
1r

4

つ
川
リ
原
川
中

〉
}
多
様
な
町
一
世
ナ
ス
ト

一
同
九
な
ゐ
治
手
巧
エ
円
世
間
に
お
け
る
一
再
〈
i

再
透
析
ョ

i

異
な
る
刑
事
川
法
ほ
門
に
お
け
る
者
会
J

へ
以
、
木
サ
」

J
U

事
以
再
開
一
刻
述
叫
hw
阿ん
L
F
E
t
同
と
伴
邑
張
問

百
際
山
手
品
判
所
y

↓
昌
子
家

4
d
f

古
川
的
関
係
ト
y

↓
事
不
再
用
原
則

国
直
円
一
円
宇
戎
判
所
!
と
凶
家
の
同
F

一
お
け
勺
印
字
山
県
阿
と
促
進
製
図
の
状
川

ノ
臼

J

ラ
)
一

1
1
4
l
 

r担E

221i 

明

取人法羊)fi3 (1-:~í~1 127 r2(ll':L SJ 

国
掠
刑
事
裁
判
所
判
決
の
国
内
裁
判
に
対
す
る

事
不
再
埋
効
〈

〉

垂
直
的
関
係
に
お
け
る
山
山
心
円
安
肉
と
促
迭
要
同
の
状
況

ま

う

γ

i

j

f

i

 

一
山
町
一
司
人
山
ヰ
リ
湿
原
1r

4

つ
川
リ
原
川
中

〉
}
多
様
な
町
一
世
ナ
ス
ト

一
同
九
な
ゐ
治
手
巧
エ
円
世
間
に
お
け
る
一
再
〈
i

再
透
析
ョ

i

異
な
る
刑
事
川
法
ほ
門
に
お
け
る
者
会
J

へ
以
、
木
サ
」

J
U

事
以
再
開
一
刻
述
叫
hw
阿ん
L
F
E
t
同
と
伴
邑
張
問

百
際
山
手
品
判
所
y

↓
昌
子
家

4
d
f

古
川
的
関
係
ト
y

↓
事
不
再
用
原
則

国
直
円
一
円
宇
戎
判
所
!
と
凶
家
の
同
F

一
お
け
勺
印
字
山
県
阿
と
促
進
製
図
の
状
川

ノ
臼

J

ラ
)
一

1
1
4
l
 

r担E

221i 

明

取人法羊)fi3 (1-:~í~1 127 r2(ll':L SJ 



，;~~ 

は
じ
め
い

ゴ
問

「
国
際
村
公
八
王
汁
刊
の
関
心
事
で
あ
る
最
も
重
火
な
犯
罪
(
豆

'
K
U出
ご
や
構
成
し
叫
る
よ
う
な
大
境
怯
な
殺
人
や
新
織
的
非
人
道

内
行
為
が
rhわ
れ
た
均
台
、
ぞ
の
長
/
心
者
を
と
の
刑
事
司
法
J

守

が
裁
ノ
、
灯
かj

い
つ
い
て

包
括
持
な
訴
詐

宅

ヌ
ハ

《-
v 
ロ
¥J  

〉
〈
J
J
Z
♂

〉

L
7
4
1
dれ

じ
か
ク

j
泊
?
オ
才
一
〔
-

4

出
d
b九d

と
は
独

υ
し
ん
同
医
的
な
刑
山
打
殺
川
所
は
本
末
、

紛
争
等
に
よ
り
村
山
刊
の
司
法
機
能
が
分
に
筏
能

L
な
い
場
行
に
伏
叫
ん
口
約
い
お
し
く
は
川
竺
古
川
市
川
円
、

も
の
♂
あ
る
し

こ
れ
ら
川
日
正
の
う
ち
存
日
重
ん
な
も
の
に
つ
い
て
刑
事
芥
追
を
/
り
っ
こ

2
を
設
問
|
一
た

匡
限
的
刑
事
裁
判
所
の
史
実
的
能
万
が
疑
問
川
相
さ
れ
た
場
台
、
ま
た
は
事
担
抗
措
一
同
栴
維
の
恥
限
、
川
、

し
か
し
、

重
火
叶

の
数
民
止
戸
出
2
4
0
q
5月
長
c一
日
こ
の
た
め
仁
、
通
常
川
内
で
は
犯
黙
と
さ
れ
ふ
行
為
↑
つ
い
て
の

L
Z

仙川
U
川
F
裁
判
所
判
決
の
内
舛
が
が
十
九
ん
と
主
引
き
札
司
令
場
合
が
ゐ
る
つ
そ
の
た
め
、

国
際
的
刑
事
裁
判
、
引
に
お
け
る
有
事
ま
人
三
回
祉
宗

山
ョ
{
仏
、

P
J
O及

」

斗

f
l
t
u
f
l

阿
一
事
件
に
対
ず
ふ
州
内
裁
判
所
一
じ
の
再
訴
が
必
設
と
み
な
さ
札
ゐ
場
合
が
あ
る
J

同
際
的
出
川
手
裁
判
所
判
伏
後
の
同

川
口
で
の
一
件
訴
は
、
M

持

次
世
界
火
戦
後
、
ソ
ヨ
ル
ン
ベ
ル
ヶ
国
際
軍
事
及
判
断
悦
台
人
仁
村
γ
二
、
も
見
、
同

元
大
作
弄
に
つ
ご
、

は
ー
よ
す
の
ハ
秒
ニ

ι↓
が
想
定
さ
引
る
た
め
、

決
刊
の
安
請
十
件
も
複
数
ψ
い
す
る
卜
、

開
陪
裁
判
の
性
質
|
必
然
的
仁
絞
告
人
に
点
す
る
引

礼
杯
以
世
界
的
な
も
の
と
な
る
こ
1
f

か
ん
、
有
罪
に
な
る
ま
で
釘
一
同
一
}
的
に
回
以
(
立
場
ち
れ
る
恐
れ
の
あ
る
巧
誌
か
ら
の
洞
人
の
保
誌
の
£

要
刊
は
白
い
ど
一
一
ブ
ス
-AVF

司
刈
要
討
に
川
刈

ν
、
そ
の
絞
の
与
問
限
的
刑
事
政
汁
刷
は
、

度
目
の
裁
判
が
行
、
乞
な
い
と
す
る

4
Tハ
内
在
(
宅
吉
ご
、
ご
ら
ん
ま
と
除
剤
を
、

日河
t足 11
程 1牛

Jヨ'コ

ずと

)長?と
り f人。:
J いえ

るごあ
心

場

国
際
刑
事
裁
判
所
(
日

2
E
2
2
F
E
A
L
円AH1552
一
子
E
2
1
C
C
J
は、

へ

の

司
に
多
数
回
問
条
約
ト
上
っ
て
設
λ

汗
さ
れ
た
常

ぷ
ー
わ
な
け
川
河
可
で
あ
る

L
C
C
判
渋
の

ゐ
一
手
小
川
汁
料
効
に
つ
U

て
は
、

T
C
C
初
日
杯
第
ひ
条
二
取
で
制
定
さ
れ
て

-
屯
ツ
/
V
「

い
か
な
る
省
も
、

口
f
し
が
裁
判
所
に
よ
一
，
て
弘
一
ム
引
以
J
A

は
釦
界
の
判
決
接
受
け
た
長
九
条
に
唄
f

疋」一一ヲフ羽山口持ヘロ

同
項
は

:)lii;、法学¥(i:i¥ 1--128) 128 〆201:L::;I 

，;~~ 

は
じ
め
い

ゴ
問

「
国
際
村
公
八
王
汁
刊
の
関
心
事
で
あ
る
最
も
重
火
な
犯
罪
(
豆

'
K
U出
ご
や
構
成
し
叫
る
よ
う
な
大
境
怯
な
殺
人
や
新
織
的
非
人
道

内
行
為
が
rhわ
れ
た
均
台
、
ぞ
の
長
/
心
者
を
と
の
刑
事
司
法
J

守

が
裁
ノ
、
灯
かj

い
つ
い
て

包
括
持
な
訴
詐

宅

ヌ
ハ

《-
v 
ロ
¥J  

〉
〈
J
J
Z
♂

〉

L
7
4
1
dれ

じ
か
ク

j
泊
?
オ
才
一
〔
-

4

出
d
b九d

と
は
独

υ
し
ん
同
医
的
な
刑
山
打
殺
川
所
は
本
末
、

紛
争
等
に
よ
り
村
山
刊
の
司
法
機
能
が
分
に
筏
能

L
な
い
場
行
に
伏
叫
ん
口
約
い
お
し
く
は
川
竺
古
川
市
川
円
、

も
の
♂
あ
る
し

こ
れ
ら
川
日
正
の
う
ち
存
日
重
ん
な
も
の
に
つ
い
て
刑
事
芥
追
を
/
り
っ
こ

2
を
設
問
|
一
た

匡
限
的
刑
事
裁
判
所
の
史
実
的
能
万
が
疑
問
川
相
さ
れ
た
場
台
、
ま
た
は
事
担
抗
措
一
同
栴
維
の
恥
限
、
川
、

し
か
し
、

重
火
叶

の
数
民
止
戸
出
2
4
0
q
5月
長
c一
日
こ
の
た
め
仁
、
通
常
川
内
で
は
犯
黙
と
さ
れ
ふ
行
為
↑
つ
い
て
の

L
Z

仙川
U
川
F
裁
判
所
判
決
の
内
舛
が
が
十
九
ん
と
主
引
き
札
司
令
場
合
が
ゐ
る
つ
そ
の
た
め
、

国
際
的
刑
事
裁
判
、
引
に
お
け
る
有
事
ま
人
三
回
祉
宗

山
ョ
{
仏
、

P
J
O及

」

斗

f
l
t
u
f
l

阿
一
事
件
に
対
ず
ふ
州
内
裁
判
所
一
じ
の
再
訴
が
必
設
と
み
な
さ
札
ゐ
場
合
が
あ
る
J

同
際
的
出
川
手
裁
判
所
判
伏
後
の
同

川
口
で
の
一
件
訴
は
、
M

持

次
世
界
丈
一
円
比
問
、
ソ
ヨ
ル
ン
ベ
ル
ヶ
国
際
軍
事
訴
〈
判
断
悦
台
人
仁
村
γ
二
、
も
見
、
同

元
大
作
弄
に
つ
ご
、

は
ー
よ
す
の
ハ
秒
ニ

ι↓
が
想
定
さ
引
る
た
め
、

決
刊
の
安
請
十
件
も
複
数
ψ
い
す
る
卜
、

開
陪
裁
判
の
性
質
|
必
然
的
仁
絞
告
人
に
点
す
る
引

礼
杯
以
世
界
的
な
も
の
と
な
る
こ
1
f

か
ん
、
有
罪
に
な
る
ま
で
釘
一
同
一
}
的
に
回
以
(
立
場
ち
れ
る
恐
れ
の
あ
る
巧
誌
か
ら
の
洞
人
の
保
誌
の
£

要
刊
は
白
い
ど
一
一
ブ
ス
-AVF

司
刈
要
討
に
川
刈

ν
、
そ
の
絞
の
与
問
限
的
刑
事
政
汁
刷
は
、

度
目
の
裁
判
が
行
、
乞
な
い
と
す
る

4
Tハ
内
在
(
宅
吉
ご
、
ご
ら
ん
ま
と
除
剤
を
、

日河
t足 11
程 1牛

Jヨ'コ

ずと

)長?と
り f人。:
J いえ

るごあ
心

場

国
際
刑
事
裁
判
所
(
日

2
E
2
2
F
E
A
L
円AH1552
一
子
E
2
1
C
C
J
は、

へ

の

司
に
多
数
回
問
条
約
ト
上
っ
て
設
λ

汗
さ
れ
た
常

ぷ
ー
わ
な
け
川
河
可
で
あ
る

L
C
C
判
渋
の

ゐ
一
手
小
川
汁
料
効
に
つ
U

て
は
、

T
C
C
初
日
杯
第
ひ
条
二
取
で
制
定
さ
れ
て

-
屯
ツ
/
V
「

い
か
な
る
省
も
、

口
f
し
が
裁
判
所
に
よ
一
，
て
弘
一
ム
引
以
J
A

は
釦
界
の
判
決
接
受
け
た
長
九
条
に
唄
f

疋」一一ヲフ羽山口持ヘロ

同
項
は

:)lii;、法学¥(i:i¥ 1--128) 128 〆201:L::;I 



5
5
(
2
T門司
2
5
5
2
月
F

2
に
つ
一
}
と
仰
の
裁
判
所
ぶ

5
5
2
2
P
E
L
f
h
っ
て
或
引
い
ら
じ
れ

7
?
と
は
な
こ

と
刻

K
L
て
い

フ

Q

J

か
〆
、
こ
の
指
定
予
禁
止
す
2

心
地
の
玖
川
刊
所
て
の
↓
丹
)
誌
の
範
測
に
田
川
し
て
で
融
市
が
あ
る
一

す
主
わ
ち

4

川J

の
行
為
に
つ
い
て

1
c
cで
訴
治
さ
れ
た
犯
罪
と
は
別
の
ね
許

に
よ
っ
し
井
訴
す
る
域
合
は
前
存
さ
れ
る
の
か
と
い
ワ
パ
J

で
あ
る
こ
こ
の
前
門
戸

(刊す
L
戸

ν什
}

は

1
C
C規
将
第

fu
条

「
引
い
到

~ 

Cワ

こ
と
か
ら
Lr
阿
国
主
れ
た

九
九
の
一
司
代
に
M

門
降
辿
h
u
安
ノ
五
以
降
浬
ぃ
日
八
山
氏
一
氏
、
議
吉
さ
れ
h
J

旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
閉
山
際
刑
事
裁
判
町
(
】
三
ハ
ペ
E
A
S
E
L

h
f
)

同十円阿ロロ
P
一
円
コ
ず
ロ
ロ
μ
一日
3

M

Z

M
巾

』

C
H
M
H
M
m

出

‘

I
C
T
Y
)
 や
バ
リ
ン
デ
村
町
品
川
刑
事
故
判
一
川

ι
E
2
5
c
c
R
}
{
)
2
2
5己

字ィ、井逆効

ベ
片
岡
ケ
ロ
ロ
ロ
ご
o
h
p
g
p
E
I
C
T
R
)
規
程
に
か
げ
る

t， 
ィ、
ITJ 

担l'
対1
ノじ

e 

ど
ち
ら
も

」
の
f
p

人
一
斉
を
使
用
[
亡

し
か

L

一
れ
ら
狩
設

九

b
p
J

故
判
所
の
沼
定
を
山
4
V
4
7
f
L
た
匡
波
法
要
ド
ム
ー
の

I
C
じ
刻
汗
片
岡
l

奈
の
丈
=
は

し3

I
C
C
 

に
人
心

ν
て
変
更
さ

ιた

ぷ
立
1

い
陪
オ
マ
九
州
同
深
迎
合
〈
i

ほ
外
i

父
使
節
ん
ぷ
目
前

(口

i
7、ム十一一佐一)

れ

ー
パ
し

C
が
叫
ん
結
権
を
も
一
七
犯
罪

1'1民州l宇以判所判決。)IW，;!J('i"l:= (-1ずる

に
ヘ
ノ
い
て
介
理
的
な
疑
い
が
祉
切
で
き
な
い
と
三
つ
F

」

L
P
l
ょ
、
て
、

殺
人
罪
、
山
か
ん
出
と
い

7
r同
内
仕
上
の
一
地
品
川
町

ιー
に
つ
い

て
の
責
任
p
r
巡
れ
る
こ
と
は
あ
)
て
は
な
ら
な
い
と
て
つ
む
が
強
調
さ
れ
た
た
め
と
一
戸
わ
れ
て
い
る
什

戸
べ
Jm

 

間
内
円
以
に
お
け
る
沼
川
元
日
起
に
つ
い
て
の
訴
追
に
討
し
て
?
と

C
判
決
の
一
卓
不
一
再
開
効
が
及
ぶ
こ
と
や
川
削
除
す
る
出
凶
が
議
ん
る
川9

 

3υ 白
川
(
呈
十
リリ日!人以

こ
の
起
き
過
品
化
の
ぷ
市
か
り
は
、

L
か
J

、
例
え
ば
毒
ガ
ス
を
町
い
て
特
定
の
集
引
の
情
成
口
を
設
去
に
に
戸
て
つ
な
場
合
、

I
C
C
に
お
け
y
G
戦
弘
一
オ
犯
罪
で
の
有
罪
判
渋

〉一
J

1

6

F

l

 
川
内
法
仁
取
h

川
込
ま
れ
た

I
じ
じ
い
件
特
刊
ん
い
非
で
あ
る
集
剖
役
立
犯
罪
ド
ド
つ
い
し
国
内
で
訂
一
点
す
る
均
九
円
に
初
二
、
?
げ
川
、

基
準
に
つ
い
て
符
ド
で
一
両
論
さ
れ
た
と
い
う
記
録
は
な
い
ぺ

ま
た
、
川
際
的
な
刑
事
裁
判
所
の
事
不
再
理
婦
に
い
つ
い
亡
は
、
そ
の
好
椛
な
草
川
の
諸
団
が
読
み
取
れ
る
ポ
院
は
い
ま
だ
作
在

そ
の

t
罪
判
叶
刊
の
-
汁
升
併
を
め
ぐ
っ
て
ル
ワ
ン
ダ
居
内
で
強
い
反
発
い
か
あ
り
、

-
仁

T
R
判
決
役
に
村
山
門

L
な
し

I
C
I
R
で
は
、

の
地
ん
裁
判
所
JC
有
罪
判
決
が
だ
戸
れ
た
事
対

が
あ

f

パ
ダ
バ
ン

μ
一
M
h
V
1

山
hr叫
汁

)

ょ
の
以
内
裁
判
は
、

ル
ワ
ン
ザ
匡
山
門
1
1
い
で
あ
る
「
宅

半
J

刷
出

5
5
(
2
T門司
2
5
5
2
月
F

2
に
つ
一
}
と
仰
の
裁
判
所
ぶ

5
5
2
2
P
E
L
f
h
っ
て
或
引
い
ら
じ
れ

7
?
と
は
な
こ

と
刻

K
L
て
い

フ

Q

J

か
〆
、
こ
の
指
定
予
禁
止
す
2

心
地
の
玖
川
刊
所
て
の
↓
丹
)
誌
の
範
測
に
田
川
し
て
で
融
市
が
あ
る
一

す
主
わ
ち

4

川J

の
行
為
に
つ
い
て

1
c
cで
訴
治
さ
れ
た
犯
罪
と
は
別
の
ね
許

に
よ
っ
し
井
訴
す
る
域
合
は
前
存
さ
れ
る
の
か
と
い
ワ
パ
J

で
あ
る
こ
こ
の
前
門
戸

(刊す
L
戸

ν什
}

は

1
C
C規
将
第

fu
条

「
引
い
到

~ 

Cワ

こ
と
か
ら
Lr
阿
国
主
れ
た

九
九
の
一
司
代
に
M

門
降
辿
h
u
安
ノ
五
以
降
浬
ぃ
日
八
山
氏
一
氏
、
議
吉
さ
れ
h
J

旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
閉
山
際
刑
事
裁
判
町
(
】
三
ハ
ペ
E
A
S
E
L

h
f
)

同十円出
E
M
P
一
円
コ
ず
ロ
ロ
μ
一日
3
M
Z
M巾
』

C
H
M
H
M
m
出

‘

I
C
T
Y
)
 や
バ
リ
ン
デ
村
町
品
川
刑
事
故
判
一
川

ι
E
2
5
c
c
R
}
{
)
2
2
5己

字ィ、井逆効

ベ
片
岡
ケ
ロ
ロ
ロ
ご
o
h
p
g
p
E
I
C
T
R
)
規
程
に
か
げ
る

t， 
ィ、
ITJ 

担l'
対1
ノじ

e 

ど
ち
ら
も

」
の
f
p

人
一
斉
を
使
用
[
亡

し
か

L

一
れ
ら
狩
設

九

b
p
J

故
判
所
の
沼
定
を
山
4
V
4
7
f
L
た
匡
波
法
要
ド
ム
ー
の

I
C
じ
刻
汗
片
岡
l

奈
の
丈
=
は

し3

I
C
C
 

に
人
心

ν
て
変
更
さ

ιた

ぷ
立
1

い
陪
オ
マ
九
州
同
深
迎
合
〈
i

ほ
外
i

父
使
節
ん
ぷ
目
前

(口

i
7、ム十一一佐一)

れ

ー
パ
し

C
が
叫
ん
結
権
を
も
一
七
犯
罪

1'1民州l宇以判所判決。)IW，;!J('i"l:= (-1ずる

に
ヘ
ノ
い
て
介
理
的
な
疑
い
が
祉
切
で
き
な
い
と
三
つ
F

」

L
P
l
ょ
、
て
、

殺
人
罪
、
山
か
ん
出
と
い

7
r同
内
仕
上
の
一
地
品
川
町

ιー
に
つ
い

て
の
責
任
p
r
巡
れ
る
こ
と
は
あ
)
て
は
な
ら
な
い
と
て
つ
む
が
強
調
さ
れ
た
た
め
と
一
戸
わ
れ
て
い
る
什

戸
べ
Jm

 

間
内
円
以
に
お
け
る
沼
川
元
日
起
に
つ
い
て
の
訴
追
に
討
し
て
?
と

C
判
決
の
一
卓
不
一
再
開
効
が
及
ぶ
こ
と
や
川
削
除
す
る
出
凶
が
議
ん
る
川9

 

3υ 白
川
(
呈
十
リリ日!人以

こ
の
起
き
過
品
化
の
ぷ
市
か
り
は
、

L
か
J

、
例
え
ば
毒
ガ
ス
を
町
い
て
特
定
の
集
引
の
情
成
口
を
設
去
に
に
戸
て
つ
な
場
合
、

I
C
C
に
お
け
y
G
戦
弘
一
オ
犯
罪
で
の
有
罪
判
渋

〉一
J

1

6

F

l

 
川
内
法
仁
取
h

川
込
ま
れ
た

I
じ
じ
い
件
特
刊
ん
い
非
で
あ
る
集
剖
役
立
犯
罪
ド
ド
つ
い
し
国
内
で
訂
一
点
す
る
均
九
円
に
初
二
、
?
げ
川
、

基
準
に
つ
い
て
符
ド
で
一
両
論
さ
れ
た
と
い
う
記
録
は
な
い
ぺ

ま
た
、
川
際
的
な
刑
事
裁
判
所
の
事
不
再
理
婦
に
い
つ
い
亡
は
、
そ
の
好
椛
な
草
川
の
諸
団
が
読
み
取
れ
る
ポ
院
は
い
ま
だ
作
在

そ
の

t
罪
判
叶
刊
の
-
汁
升
併
を
め
ぐ
っ
て
ル
ワ
ン
ダ
居
内
で
強
い
反
発
い
か
あ
り
、

-
仁

T
R
判
決
役
に
村
山
門

L
な
し

I
C
I
R
で
は
、

の
地
ん
裁
判
所
JC
有
罪
判
決
が
だ
戸
れ
た
事
対

が
あ

f

パ
ダ
バ
ン

μ
一
M
h
V
1

山
hr叫
汁

)

ょ
の
以
内
裁
判
は
、

ル
ワ
ン
ザ
匡
山
門
1
1
い
で
あ
る
「
宅

半
J

刷
出



，;~~ 

日
設
立
、
人
過
に
利
す
る
犯
罪
、
戦
争
犯
以
杯
乙
法

(
]
L
2
2

子
作
(
ハ
コ
凶

E
U
C同

p
n
E
v
nス
r
hリ
コ
口

2
k
m
E
C戸
ご

E
H
E
E
々

E
J
L
J
2
F
二一一ミ
2
2
一
一
治
一
九
へ
に
既
定
さ
れ
ム
ω
集
司
ぷ
相
官
犯
罪
に
つ
し
て
行
わ
れ
た
1
f

み
ら
れ
る
に
も
か
か
わ

司
早
件
-L
悶
し

ゴ
問

I
C
T
R
が
そ
の
綜
ヘ
ふ
ん
ら
カ
円
ノ
仁
川
叶
刊
を
と
コ
え
こ
と
は
祁
告
芦
れ
ど
い
な
い
c

ま
た
、

川一

訴
の
例
は
な
い
。

I
C
C河
川
山
ド
均
し
し
も
、

EVWそ
し
よ
る
オ
バ

I
C
C
刻
科
の
一
半
以
可
坪
対
の
沌
却
に
つ
い
亡
、
川
パ
ノ
「
山
川
ん
ん
で
は
、
規
臼
杵
巾
の
正
百
の
中
組
ん
ゆ
解
択
に
某
づ
き
刊
日
明
り
す
る
点
の
れ
J

R 
勾7

I
C
C
規
程
お
二
心
条
頃
の
f

壬
百
が
一
犯
非
」
を
採
刑
し
た
こ
と
か
え
、
同
一

h
ね
に
コ
い
ず
の
川
訴
は
、

ず
〈
げ
か
わ
ち
、

C
C
♂
ぬ
っ
か
犯
罪
と
異
な
る
忠
弘
パ
で
の
高
氾
一
じ
あ
れ
ば
許
戸
メ
れ
る
と
と
ら
え
る
も
の
で
あ
ん
Q

J

そ
の
「
で
、
こ
れ
ら
の
事
不
刊

いがf
之平 沼
ノじ

、

月
一
行
為
に
う
い
て
の
百
円
訴
を
荷

L
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
担
判
が
な
一
心
れ
て

被
丹
人
の
人
権
の
間
出
か
ら
、

〕

1
1
J
u

、

一-「，

I
C
じ
判
決
の
悶
内
、
女
判
に
ぺ
汗
す
る
宇
小
鹿
い
川
内
効
の
純
川
に
つ
い
て
は
、

事
不
再
理
計
町
州
内
本
裂
を
ふ
ま
え
た
断
釈

か
要
寸
る
と
害
、
え
り
れ
る
代
そ
の
開
出
は
、
以
下
で
み
る
よ
λ

に
、
従
文
国
内
法
に
む
い
て
も
、

一ぃ
[
J
小
竹
門
却
の
規
た
は

犯
罪

L

、
行
為
一
、
広
三

/
5向
島
5
d
p
)

詳
徐
々

れ
て
し
る
も
の
の
、
効
力
の
範
阿
の
が
釈
は
丈
一
門
司

ノ
了
〉

J

L

J
〉
T
L
4
L
Aぷ

L
J

》
ご
れ
一
己
、

才

L

y

t

l

}

J

f

L

?

Z

tl小
中
J

、
司
際
的
別
手
及
川
所
の

一
マ
ボ
再
問
就
定
の
事
択
に
つ
い
に
刷
出
叫
に
判
断
さ

J

F

一
一
-
、
:
、

1

3

、

れ
よ
?
と
J
h
M

手れけし

rJ
守

I
C
C
机
程
起
草
活
科
で
の
丈
一
汗
の
変
史
の
市
川
↓
白
は
で
尚
一
ー
ー
や
犯
い
ヂ
い
対
十
る

rA涜
の
ノ
イ
仙
沼
を
残
ず
こ
と
を
い
い
い
的

と
し
た
な
u

の
で
あ
、
た
ん
…
か
ら
、
重
大
山
山
川
到
に
つ
い
ぐ
の
同
州
内
ご
の
訴
込
い
喝
し
て
ま
ご
だ
め
る
け
一
早
苅
が
あ
っ
た
ど
は
与
、
ぞ
い
り
れ
な
い

久
7
h
J
ヂド

ICγν
規
梓
第
じ
一
役

羽
に
上
る
一
事
]
ノ
耳
坪
対
の
沌
践
を
、
J

半
い
山
非
名
U

町
一
二
戸
と
え
ば
叶
ぷ
M
r
T
4
能
と
正
一
戸
川
山
り
解
釈
|
一
た

H 

Zま
」

ぷ
仁川

l土

一
う
の
事
J

士
ト
つ
い
て
二
つ
以
の

7iF1一
ヲ
る
判
断
の
存
在
を
討
す
一
こ
肝
と
な
り
、
具
実
け
川
河
の
鈍
円
か
ら
河
川
川
出
と
さ
れ

る
と
出
わ
れ
る
J

i 

:)lii;、法学¥(i:i¥ ]--130) ]ω 〆201:L::;I 

，;~~ 

日
設
立
、
人
過
に
利
す
る
犯
罪
、
戦
争
犯
以
杯
乙
法

(
]
L
2
2

子
作
(
ハ
コ
凶

E
U
C同

p
n
E
v
nス
r
hリ
コ
口

2
k
m
E
C戸
ご

E
H
E
E
々

E
J
L
J
2
F
二一一ミ
2
2
一
一
治
一
九
へ
に
既
定
さ
れ
ム
ω
集
司
ぷ
相
官
犯
罪
に
つ
し
て
行
わ
れ
た
1
f

み
ら
れ
る
に
も
か
か
わ

司
早
件
-L
悶
し

ゴ
問

I
C
T
R
が
そ
の
綜
ヘ
ふ
ん
ら
カ
円
ノ
仁
川
叶
刊
を
と
コ
え
こ
と
は
祁
告
芦
れ
ど
い
な
い
c

ま
た
、

川一

訴
の
例
は
な
い
。

I
C
C河
川
山
ド
均
し
し
も
、

EVWそ
し
よ
る
オ
バ

I
C
C
刻
科
の
一
半
以
可
坪
対
の
沌
却
に
つ
い
亡
、
川
パ
ノ
「
山
川
ん
ん
で
は
、
規
臼
杵
巾
の
正
百
の
中
組
ん
ゆ
解
択
に
某
づ
き
刊
日
明
り
す
る
点
の
れ
J

R 
勾7

I
C
C
規
程
お
二
心
条
頃
の
f

壬
百
が
一
犯
非
」
を
採
刑
し
た
こ
と
か
え
、
同
一

h
ね
に
コ
い
ず
の
川
訴
は
、

ず
〈
げ
か
わ
ち
、

C
C
♂
ぬ
っ
か
犯
罪
と
異
な
る
忠
弘
パ
で
の
高
氾
一
じ
あ
れ
ば
許
戸
メ
れ
る
と
と
ら
え
る
も
の
で
あ
ん
Q

J

そ
の
「
で
、
こ
れ
ら
の
事
不
刊

いがf
之平 沼
ノじ

、

月
一
行
為
に
う
い
て
の
百
円
訴
を
荷

L
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
担
判
が
な
一
心
れ
て

被
丹
人
の
人
権
の
間
出
か
ら
、

〕

1
1
J
u

、

一-「，

I
C
じ
判
決
の
悶
内
、
女
判
に
ぺ
汗
す
る
宇
小
鹿
い
川
内
効
の
純
川
に
つ
い
て
は
、

事
不
再
理
計
町
州
内
本
裂
を
ふ
ま
え
た
断
釈

か
要
寸
る
と
害
、
え
り
れ
る
代
そ
の
開
出
は
、
以
下
で
み
る
よ
λ

に
、
従
文
国
内
法
に
む
い
て
も
、

一ぃ
[
J
小
竹
門
却
の
規
た
は

犯
罪

L

、
行
為
一
、
広
三

/
5向
島
5
d
p
)

詳
徐
々

れ
て
し
る
も
の
の
、
効
力
の
範
阿
の
が
釈
は
丈
一
門
司

ノ
了
〉

J

L

J
〉
T
L
4
L
Aぷ

L
J

》
ご
れ
一
己
、

才

L

y

t

l

}

J

f

L

?

Z

tl小
中
J

、
司
際
的
別
手
及
川
所
の

一
マ
ボ
再
問
就
定
の
事
択
に
つ
い
に
刷
出
叫
に
判
断
さ

J

F

一
一
-
、
:
、

1

3

、

れ
よ
?
と
J
h
M

手れけし

rJ
守

I
C
C
机
程
起
草
活
科
で
の
丈
一
汗
の
変
史
の
市
川
↓
白
は
で
尚
一
ー
ー
や
犯
い
ヂ
い
対
十
る

rA涜
の
ノ
イ
仙
沼
を
残
ず
こ
と
を
い
い
い
的

と
し
た
な
u

の
で
あ
、
た
ん
…
か
ら
、
重
大
山
山
川
到
に
つ
い
ぐ
の
同
州
内
ご
の
訴
込
い
喝
し
て
ま
ご
だ
め
る
け
一
早
苅
が
あ
っ
た
ど
は
与
、
ぞ
い
り
れ
な
い

久
7
h
J
ヂド

ICγν
規
梓
第
じ
一
役

羽
に
上
る
一
事
]
ノ
耳
坪
対
の
沌
践
を
、
J

半
い
山
非
名
U

町
一
二
戸
と
え
ば
叶
ぷ
M
r
T
4
能
と
正
一
戸
川
山
り
解
釈
|
一
た

H 

Zま
」

ぷ
仁川

l土

一
う
の
事
J

士
ト
つ
い
て
二
つ
以
の

7iF1一
ヲ
る
判
断
の
存
在
を
討
す
一
こ
肝
と
な
り
、
具
実
け
川
河
の
鈍
円
か
ら
河
川
川
出
と
さ
れ

る
と
出
わ
れ
る
J

i 

:)lii;、法学¥(i:i¥ ]--130) ]ω 〆201:L::;I 



こ
れ
ら
を
ふ
ま
よ
ハ
て
川
橋
ず
は
、

T
じ

対
し
て
及
川
叫
す
一
卓
不
一
再
開
効
の
組
側
め
検
汁
へ
の
前
段
階
と
コ
¥
付

汁
訟
の
原
別
で
あ
る
事
人
L
h
t同
幼
が
円
相
、
な
る
刑
事
司
法
悦
却
で
効
J
J
を
持
つ
こ
と
を
促
進
す
る
掛
川
ベ
こ
む
害
す
る
高
官
ヨ
の

I
C
C
と

回
試
の
一
同
に
お
け
る
状
況
を
明
ら
古
に
す
る
。
な
ず
主
ら
、
国
内
法
の
原
則
と
し
ご
発
長
〕
て
き
た
一
半
不
一
月
刊
一
町
小
川
の
川
際
的
効
力

そ
丹
む
の
に
つ
い
て
も
読
論
が
あ
る
か
り
て
あ
る
気
ら
に
、
独
誌
な
止
区
約
調
係
に
あ
る

I
C
C
と
川
家
の
間
ご
は
、
川
門
家
ご
レ
一
に

J
A
な
る

R
靴
作
明
日
開
一
マ
、
災
体
ぺ
川
仙
の
司
、
な
口
ソ
の
杭
ほ
と
い
っ
た
状
況
を
与
町
閉
し
た
よ
と
の
一
手
不
斗
理
対
の
謎
四
の
ぷ
狭
の
検
討
を
山
氏
す

る
n

し
た
が
っ
て
ふ
稿
は
、

が
不
出
一
白
川
対
の
範
m
引
の
検
討
に
必
り
す
な
山
山
吉
安
凶
と
日
進
り
す
同
の

I
C
C
レ
し
い
い
玖
の
間
ト
お
げ
る

字ィ、井逆効

を
把
持
し
、
今
後
の
検
討
の
土
ム
u
ーと
3

る
二
と
や
目
的
と
す
ふ
「

一
事
ナ
ハ
再
出
派
別

1'1民州l宇以判所判決。)IW，;!J('i"l:= (-1ずる

つ
の
F
山川社

ム

み

l
J

小
竹
門
型
原
則
は
、
国
内
伐
の
原
則
し
仏
、
)
て
出
品
川
出
ょ
、
き
た

ペ
♂
れ
と
い
乙

J
L
Lナ
て
そ
の
筋
層
、
ャ
粍
側
は
、
国
家
に
r
o

円
て
さ
ま
苫
ま
な
熊
咲
を
え
古
る
れ

-

k

の
原
則
ば

ご剖川内定

事
く
の
け
に
お
いャ

1
八
主
一
な
速
い
は

ツ
の
工
九
百
木

な
土
木
、
j

b
ハ
て
、
す
て
九
?
i
U
2
R入
A

J
U
J
イ
1

7

L

J

i

-

4

1

4

1

1

p

I
r

に
担
河
す
る
、
原
則
の
原
則
'

の
こ
ム
え
万
-L
お
い

、μ
い
い
~
ら
れ
る
J

A
F
れ
州
立
一
原
則
の
Mm
述
の
つ
は
、
法
秩
芋
力
維
仔
や
L

け
い
千
読
の
安
定
と
あ
る
y

言
わ
れ
て
い
る
η

伺

ポ
仕
に
つ
い
て
再
度
同

じ
手
続
を
行
、
つ
の
は

4
球
半
治
で
あ
り
、
ま
た
問
事
'
寸
に
つ
い
て
の
裁
判
別
問
の
判
沃
の
街
山
人
は
退
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
概
念
を
長
礎
と
し
て
、

宿泊一七
L
却
ノ
ハ
V

l

隆
一
九
ル
設
に
よ
れ
ば
、

一ンυ

ル
+
口

l
体
系

ε品
展
し
っ
き
た
の
が
、

椛
平
力
へ
況
判
力
J

判
決
が
形
式
的
に
砕
一
ん
す
る
1
同

確
定
判
L

は
の
も
つ
一
確
正
刀

行
為
に
つ

3
岡
行
為
苫
に
刻
し
亡
、
新

-

7

品

、

日え人法羊)fi3 (1-::5:~1 l:ll r2(ll':L S 

こ
れ
ら
を
ふ
ま
よ
ハ
て
川
橋
ず
は
、

T
じ

対
し
て
及
川
叫
す
一
卓
不
一
再
開
効
の
組
側
め
検
汁
へ
の
前
段
階
と
コ
¥
付

汁
訟
の
原
別
で
あ
る
事
人
L
h
t同
幼
が
円
相
、
な
る
刑
事
司
法
悦
却
で
効
J
J
を
持
つ
こ
と
を
促
進
す
る
掛
川
ベ
こ
む
害
す
る
高
官
ヨ
の

I
C
C
と

回
試
の
一
同
に
お
け
る
状
況
を
明
ら
古
に
す
る
。
な
ず
主
ら
、
国
内
法
の
原
則
と
し
ご
発
長
〕
て
き
た
一
半
不
一
月
刊
一
町
小
川
の
川
際
的
効
力

そ
丹
む
の
に
つ
い
て
も
読
論
が
あ
る
か
り
て
あ
る
気
ら
に
、
独
誌
な
止
区
約
調
係
に
あ
る

I
C
C
と
川
家
の
間
ご
は
、
川
門
家
ご
レ
一
に

J
A
な
る

R
靴
作
明
日
開
一
マ
、
災
体
ぺ
川
仙
の
司
、
な
口
ソ
の
杭
ほ
と
い
っ
た
状
況
を
与
町
閉
し
た
よ
と
の
一
手
不
斗
理
対
の
謎
四
の
ぷ
狭
の
検
討
を
山
氏
す

る
n

し
た
が
っ
て
ふ
稿
は
、

が
不
出
一
白
川
対
の
範
m
引
の
検
討
に
必
り
す
な
山
山
吉
安
凶
と
日
進
り
す
同
の

I
C
C
レ
し
い
い
玖
の
間
ト
お
げ
る

字ィ、井逆効

を
把
持
し
、
今
後
の
検
討
の
土
ム
u
ーと
3

る
二
と
や
目
的
と
す
ふ
「

一
事
ナ
ハ
再
出
派
別

1'1民州l宇以判所判決。)IW，;!J('i"l:= (-1ずる

つ
の
F
山川社

ム

み

l
J

小
竹
門
型
原
則
は
、
国
内
伐
の
原
則
し
仏
、
)
て
出
品
川
出
ょ
、
き
た

ペ
♂
れ
と
い
乙

J
L
Lナ
て
そ
の
筋
層
、
ャ
粍
側
は
、
国
家
に
r
o

円
て
さ
ま
苫
ま
な
熊
咲
を
え
古
る
れ

-

k

の
原
則
ば

ご剖川内定

事
く
の
け
に
お
いャ

1
八
主
一
な
速
い
は

ツ
の
工
九
百
木

な
土
木
、
j

b
ハ
て
、
す
て
九
?
i
U
2
R入
A

J
U
J
イ
1

7

L

J

i

-

4

1

4

1

1

p

I
r

に
担
河
す
る
、
原
則
の
原
則
'

の
こ
ム
え
万
-L
お
い

、μ
い
い
~
ら
れ
る
J

A
F
れ
州
立
一
原
則
の
Mm
述
の
つ
は
、
法
秩
芋
力
維
仔
や
L

け
い
千
読
の
安
定
と
あ
る
y

言
わ
れ
て
い
る
η

伺

ポ
仕
に
つ
い
て
再
度
同

じ
手
続
を
行
、
つ
の
は

4
球
半
治
で
あ
り
、
ま
た
問
事
'
寸
に
つ
い
て
の
裁
判
別
問
の
判
沃
の
街
山
人
は
退
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
概
念
を
長
礎
と
し
て
、

宿泊一七
L
却
ノ
ハ
V

l

隆
一
九
ル
設
に
よ
れ
ば
、

一ンυ

ル
+
口

l
体
系

ε品
展
し
っ
き
た
の
が
、

椛
平
力
へ
況
判
力
J

判
決
が
形
式
的
に
砕
一
ん
す
る
1
同

確
定
判
L

は
の
も
つ
一
確
正
刀

行
為
に
つ

3
岡
行
為
苫
に
刻
し
亡
、
新

-

7

品

、

日え人法羊)fi3 (1-::5:~1 l:ll r2(ll':L S 



，;~~ 

た
な
訴
の
提
起
ご
い
う
ん
比
一
で
盟
、
L

ハ
ふ
っ
た
裁
判
を
ぷ
め
る
こ
と
が
で
き
i

な
く
な
る
弓
出
の
効
力

冶

〉

J

内

J
ルム

μ
y
I

。
六
目
的
印
定
!μ

に
ふ
っ
て
、
J

試
み
が
遮
断
さ
れ
る
の
ご
あ
る
(
一
、
の
考
え
方
は
、
決
剖
刊
両
川
の
は
断
や
苧

ゴ
問

中

L
、
試
の
裁
判
灯
、
司
一
半
作
に
つ
い
て
完
な
る
刊
決
が
だ
さ
れ
る
F

一
と
を
防
止
す
る
こ
/
一
を

E
内
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

十
ム
ネ
ミ
ゆ
丈

A
1
ィ
才

j

}
維
持
志
山
叶
川
河
な
考
、
さ
刀
と
あ
る
し
つ
え

市

J

K

V

理
原
則
の
も
う
一
コ
の
原
却
は

刑
事
手
続
に
お
け
る
人
権
保
出
で
あ
る
U

セと

J
f
¥
n
J

t
J
L
I
F
-
-

同
に
行
為
に
つ
一
い
て
何
度
、
も
一
手

治
ー
を
一
之
け
る
こ
と
が
刊
一
倍
で
あ
れ
ば
、

検
察
」
」
口
は
紋
汁
ヘ
υγ

匂
平
に
す
る
ま
ぐ
訴
泊
を
繰
り
討
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
こ
と
か
ら
、

H

い

{
ぶ
の
川
川
川
出
持
m
Lは
出
の
た
倹
か
ら
の
事
白
人
の
以
廷
が
必
要
と
戸
れ
た
の
で
あ
る
、
人
作
い
基
づ
く
事
不
円
理
ぷ
引
の
日
前
は
、

一
フ
ン
ス
ゃ
、
ノ
ノ
の
九
時
J

託
↑
お
け
る
今
許
権
消
滅
設
や
、

〉

コ

#
M山
一
7
f
q

初山骨
4

「ノ

同
僚
人
権
条
約
に
含
ま
れ
て
い
之

事
不
川
什
用
原
則
の
恨
片
山
を
を
す
も
の
で

E宅
、/

テミ

1υ 

るらイ
虫干

ノ、

k 

ぴ〉

イ~ll:

事

ヘロ
H
d

ゴ
々
『
C
♂

の
抗
ム
北
川
と
し
一
、

の
抗
弁
、
お
よ
び
到
の
古
川
野

ハ
C

コ
2
2
)

ー

、

下
わ
り
ん
川

一
)
の
原
則
は
、
彼
土
門
人

F
M門
家
に
よ
る
日
泣
に
甲
み
さ
れ
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れ
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さ
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叩
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追
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乙
h
T
i
h》
r

こ
の
一
一
円
J

の
法
判
い
の
同
一
性
4
一
判
断
」
1
0
一
同
一
性
一
y
ス
ト
に
あ
た
り
、
大
き
く
分
け
乙
一
、
行
為
J
T

ペ
ス
!
こ
ず
る

γ
f

打
ヂ
ー
ベ
犯
罪
一
千
ペ
ス
と
す
る
ヲ
プ
ロ
1

4

が
有
仕
す
る
一
、

取
濯
、
土
託
を
と
る
内
家
に
お
い
と
は
、
及
川
一
位
は
八
ム
訴
下
克
子
一
審
押
す
A
V

の
で
あ
り
、
ど
の
犯
罪
い
す
る
か

γ
河
J

、
裁
判
J
R
の
式

い
れ
仇
羊
が
認
め
ら
れ
仁
い
る
ο

Z
J
J
レ
バ
ワ
ノ
f

レ

2
1
1
↑
ト
ヲ
い
」
ベ
コ
ミ
一
つ
よ

J

C

/

J

G

二

一

j

E

t

i

手

i
z
L
v
l

す
ご
に
裁
判
さ
れ
ん
一

F
だ

そ
の
た
め

し
イ
¥
は
打
荷

い
つ
い
し
の
げ
前

L
い
訴
追
主
間
引
け
る
、
行
為
ベ
ス
に
上
る

ポ
ヌ
川
市
内
原
引
の
広
い
概
念

(
汁
い
に
戸

ま
た
は
一
川
為
」

を
保
川
し
て
い
る

こ
れ
は
、

権
成
あ
る
波
山
円
引
の
判
決
ま
山
口
重

L
、
前
刊
決
の
確
定
ル
に
そ
の
机
処
キ
」
置
く
孝
弘
ノ
一
々
に
切
え
、

字ィ、井逆効

の市
r中
へ
に
ワ
い
て

つ
一
以
工
の
立
(
宇
、
が
昨
対
比
さ
れ
る
こ
と
苦
泣
け
ゐ
と
い
う
法
秩
出
住
持
を
1

山
氏

T
4州
防
~
一
よ
る

r
一
い
え
よ
う
し

点
、
心
当
事
者
γ

主
義
の
コ
モ
ン
・
口

l
体
系
ご
は
、
ほ
批
判
{
の
香
山
内
川
刈
象
は
仙
川
内
抗
ん
の
提
-
小
し
た
r

叶
内
に
限
k

つ
れ
る
そ
の
た
め
、

〈
犯
弘
要
素
一
ご
と
に
わ
わ
さ
る
か
一
得
な

向
性
の
一
プ
ス
入
げ
は
一
川
医

7
メ
リ
カ
で
は
こ
一
む
ま
で
、
仇
川
闘
の
泣
ぶ
組
出
の
品
川
?
と
し
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。
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